
令和８年度
危険物取扱者保安講習会のご案内

実施機関：茨　　　　　城　　　　　県
受託機関：公益社団法人　茨城県危険物安全協会連合会

　危険物の取扱作業の保安に関する講習を次のとおり実施します。（消防法第13条の23）
1　講習の日時、会場及び受講申請書の受付等
　以下のとおり、対面講習及びオンライン講習を実施します。
⑴ 対面講習 （作成日：令和８年４月１日）

講　習　の　日　時　・　会　場 受講申請書の受付期間
（消印有効）月　日 会　場　名 時間 種 別 定 員 駐車

台数
7月 2日（木） 神 栖 市 文 化 セ ン タ ー 午前 コンビナート 600 378 6月 4日（木）～ 6月11日（木）
7月 9日（木） 日 立 市 民 会 館 午前 一　　　　般 600 50 6月11日（木）～ 6月18日（木）
７月16日（木） つ く ば 市 民 ホ ー ル く き ざ き 午前 一　　　　般 300 300 6月18日（木）～ 6月25日（木）
７月23日（木） 神 栖 市 文 化 セ ン タ ー 午前 コンビナート 600 378 6月19日（金）～ 6月26日（金）

７月29日（水） 筑 西 市 コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ
（スピカ６階）

午前 一　　　　般 240 7月 1日（水）～ 7月 8日（水）午後 給 油 取 扱 所 240

10月 1日（木） 大 昭 ホ ー ル 龍 ケ 崎
（龍ケ崎市文化会館）

午前 一　　　　般 420 200 9月 2日（水）～ 9月 9日（水）午後 給 油 取 扱 所 420

11月11日（水） 常 総 市 地 域 交 流 セ ン タ ー 午前 一　　　　般 300 140 10月 7日（水）～10月14日（水）午後 給 油 取 扱 所 300
11月20日（金） ひ た ち な か 市 文 化 会 館 午前 一　　　　般 450 360 10月22日（木）～10月29日（木）

11月26日（木） 高 正U&Iセ ン タ ー ホ ー ル
（鹿嶋勤労文化会館）

午前 コンビナート 660 300 10月27日（火）～11月 4日（水）午後 給 油 取 扱 所 350

12月 3日（木） ク ラ フ ト シ ビ ッ ク ホ ー ル 土 浦
（土浦市民会館）

午前 一　　　　般 500 200 11月 5日（木）～11月12日（木）午後 給 油 取 扱 所 500
令和９年

1月29日（金）
高 正U&Iセ ン タ ー ホ ー ル

（鹿嶋勤労文化会館）
午前 コンビナート 660 300 12月17日（木）～12月24日（木）午後 一　　　　般 350

2月 9日（火） ザ・ ヒ ロ サ ワ・ シ テ ィ 会 館
（茨城県立県民文化センター）

午前 一　　　　般 380

無

令和９年
1月 7日（木）～ 1月14日（木）午後 給 油 取 扱 所 380

⑵ 講習動画教材による対面講習（全講習科目DVDを視聴しての講習となります。）
講　習　の　日　時　・　会　場 受講申請書の受付期間

（消印有効）月　日 会　場　名 時間 種 別 定 員 駐車
台数

7月 9日（木） 日 立 市 民 会 館 午後 給 油 取 扱 所 100 50 6月11日（木）～ 6月18日（木）
10月 8日（木） 茨 城 県 鹿 行 生 涯 学 習 セ ン タ ー 午前 給 油 取 扱 所 50

50

9月 8日（火）～ 9月15日（火）
12月 9日（水） かすみがうら市千代田コミュニティセンター 午前 一　　　　般 90 90 11月11日（水）～11月18日（水）
令和９年

3月10日（水） 茨 城 県 市 町 村 会 館 午前 一　　　　般 50 令和９年
1月21日（木）～ 1月28日（木）午後 給 油 取 扱 所 50

※１　対面講習の場合、午前の講習は９時30分～12時30分、午後の講習は13時15分～16時15分です。
※２　感染症や自然災害等の状況により、講習会の日程変更等があり得ますので、当連合会のホームページ等で最新の
状況を確認の上、申し込んで下さい。

※３　講習及び会場の案内等については、講習会場には問い合わせないで下さい。

⑶ オンライン講習

講習名
受 講 可 能 期 間

（受講承認は初日の午後１時から）
種 別 定 員

受 　 付 　 期 　 間
〇　ユーザーID・コース申込

（初日の午前９時から）
〇　受講申請書の郵送（消印有効）

第 １ 回 6月11日（木）～ 7月10日（金） 給 油 取 扱 所 100 5月19日（火）～ 5月25日（月）コンビナート 300
第 ２ 回 6月18日（木）～ 7月17日（金） 一　　　　般 500 5月26日（火）～ 6月 1日（月）
第 ３ 回 9月29日（火）～10月28日（水） 給 油 取 扱 所 100 8月 6日（木）～ 8月12日（水）
第 ４ 回 10月21日（水）～11月20日（金） コンビナート 300 9月25日（金）～10月 1日（木）
第 ５ 回 11月 6日（金）～12月 5日（土） 一　　　　般 500 10月14日（水）～10月20日（火）

第 ６ 回 令和９年
2月 5日（金）～ 3月 4日（木）

給 油 取 扱 所 100
令和９年

1月14日（木）～ 1月20日（水）コンビナート 200
一　　　　般 400

無

50



２　受講対象者

　　製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している方。

　　 ア  継続して危険物取扱作業に従事している方

　　　　（前回の受講日以後における最初の

    　　４月１日から３年以内）　
　
　　 
　　 

　　 イ  新たに従事することとなった方

　　　（従事することとなった日から１年以内）　
　　　

　　 
    

    ウ　上記イの方のうち、従事することとなった日

　　　前２年以内に免状の交付又は講習を受けた方

　　　（免状交付日又は前回受講日以後における最初

　　　　の４月１日から３年以内）

３　講習時間及び科目

 (1) 対面講習の場合　

　  ア　講習時間

　　 (ｱ)  午前の講習　　９時３０分～１２時３０分　（受付　９時００分～　９時３０分）

　　 (ｲ)　午後の講習　１３時１５分～１６時１５分　（受付１３時００分～１３時１５分）

　  イ　講習科目

　　 (ｱ)　危険物関係法令に関する事項･･･････講習時間　１時間

　　 (ｲ)　危険物の火災予防に関する事項･････講習時間　２時間

　(2)　オンライン講習の場合

　　※別途当連合会のホームページでお知らせいたします。

　

４　受講（申し込み）申請方法

　(1)　受講申請書の入手方法

　　　 当連合会のホームページ(https://www.ibakiren.or.jp)からダウンロードできます。受講申請書は、Ａ４横、

　　 実際のサイズで印刷して下さい。また、県内各消防本部（局）危険物担当課で配付しています。　　　　　　

　(2)　講習の種別

　　　 講習は危険物施設の種類により次の３種類に区分し実施しますので、従事されている危険物施設に該当する講

　　 習を受けて下さい。

　　　　

       

　

　　

　　　　

３年以内

前回受講日 最初の
４月１日

受講期限

１年以内

新たに従事することと
なった日

受講期限

３年以内

最初の
４月１日

受講期限

２年以内

        講 習 種 別　　　　　　　　　　　従 事 し て い る 危 険 物 施 設

　　　① 給油取扱所　　給油取扱所(移動タンク貯蔵所及び自家用給油取扱所を含む)

　　　② コンビナート　　石油コンビナート等災害防止法に規定する特定事業所における危険物施設

　　　③ 一　  　  般　　上記以外の危険物施設

免状交付日又は
前回受講日

従事することと
なった日



  (3)　受講手数料　１名につき5,300円(非課税)。　

　　ア　収入証紙を貼付する場合(収入印紙ではありません）

  　  　茨城県収入証紙5,300円分を受講申請書の手数料欄に貼付。

   　　 茨城県収入証紙の領収書は、購入されたところで受領して下さい。

    イ  銀行振込の場合（振込手数料はご負担下さい）

　　　　受講手数料は下記の金融機関へ振り込んで下さい。複数名分の受講手数料を一括して振込を希望する場合は、

　　  同一講習日の種別ごとに振り込んで下さい。        　

     　　　　払込金額＝受講手数料5,300円×申請者数

           　振込先銀行：常陽銀行　県庁支店　普通　１２０８６８９

　　　　　 　口座名：公益社団法人茨城県危険物安全協会連合会

　　　　金融機関が発行する振込金受領証のコピーを受講申請書の裏面に貼付(一括振込は代表者１名に貼付）。金融機

　　　関が発行する振込金受領証をもって領収証に代えさせて頂きます。

　(4)　受講申請書の提出

　　ア　対面講習の場合

　  　(ｱ)　受講申請書（申請書・受講票）に必要事項を記入し、収入証紙又は金融機関の振込金受領証のコピーを貼付。　  

 　 　(ｲ)　受講票送付用の返信用封筒に切手貼付、返信先記入。

　　　　 なお、複数講習への申請の場合は、同一講習日の種別ごとに返信用封筒をご用意下さい。

　　　　※　返信用封筒の切手は下の表を参考にして下さい。

 　 　(ｳ)　(ｱ)及び(ｲ)を各講習日の受付期間内に簡易書留で郵送（受付期間内の消印があるものに限る。）。メール便

　　　　 は利用不可。

　　　　〈送付先〉　〒310-0852　水戸市笠原町978-26　茨城県市町村会館２階　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人 茨城県危険物安全協会連合会

　  イ　オンライン講習の場合

　　※　別途当連合会のホームページでお知らせいたします。

 

 重　量　 料金　  申請人数

 50g以内  110円　 10名まで

 50g以内  140円 　 8名まで

100g以内  180円　 25名まで

150g以内  270円　 40名まで

250g以内  320円   75名まで

500g以内  510円  155名まで

 1Kg以内　750円  156名以上

内　容

定　型
封　筒

定型外
封　筒
(規格内)

※(ｲ)の返信用封筒と切手（下表の人数を
　目安として必要な料金分の切手を貼付）

必要事項を記入し収入証紙
を貼付して下さい。

返信先を記入し、切手を貼
付して下さい。

複数講習への申請の場合
は、同一講習日の種別ごと
に返信用封筒を用意し同
封して下さい。
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簡易書留

受講申請書（Ａ４サイズ）が入る
封筒（240×332mm）

 (ｲ) 返信用封筒

(ｱ) 受講申請書

受講票が入る封筒に返信先の住所・氏名を記入し
切手を貼って下さい

必要事項記入
手数料等貼付

　記入例をホームページに掲載してます。
    （https://www.ibakiren.or.jp) 

(ｳ) 簡易書留郵便
（郵便局窓口でお出し下さい。）
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２　受講対象者

　　製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している方。

　　 ア  継続して危険物取扱作業に従事している方

　　　　（前回の受講日以後における最初の

    　　４月１日から３年以内）　
　
　　 
　　 

　　 イ  新たに従事することとなった方

　　　（従事することとなった日から１年以内）　
　　　

　　 
    

    ウ　上記イの方のうち、従事することとなった日

　　　前２年以内に免状の交付又は講習を受けた方

　　　（免状交付日又は前回受講日以後における最初

　　　　の４月１日から３年以内）

３　講習時間及び科目

 (1) 対面講習の場合　

　  ア　講習時間

　　 (ｱ)  午前の講習　　９時３０分～１２時３０分　（受付　９時００分～　９時３０分）

　　 (ｲ)　午後の講習　１３時１５分～１６時１５分　（受付１３時００分～１３時１５分）

　  イ　講習科目

　　 (ｱ)　危険物関係法令に関する事項･･･････講習時間　１時間

　　 (ｲ)　危険物の火災予防に関する事項･････講習時間　２時間

　(2)　オンライン講習の場合

　　※別途当連合会のホームページでお知らせいたします。

　

４　受講（申し込み）申請方法

　(1)　受講申請書の入手方法

　　　 当連合会のホームページ(https://www.ibakiren.or.jp)からダウンロードできます。受講申請書は、Ａ４横、

　　 実際のサイズで印刷して下さい。また、県内各消防本部（局）危険物担当課で配付しています。　　　　　　

　(2)　講習の種別

　　　 講習は危険物施設の種類により次の３種類に区分し実施しますので、従事されている危険物施設に該当する講

　　 習を受けて下さい。

　　　　

       

　

　　

　　　　

３年以内

前回受講日 最初の
４月１日

受講期限

１年以内

新たに従事することと
なった日

受講期限

３年以内

最初の
４月１日

受講期限

２年以内

        講 習 種 別　　　　　　　　　　　従 事 し て い る 危 険 物 施 設

　　　① 給油取扱所　　給油取扱所(移動タンク貯蔵所及び自家用給油取扱所を含む)

　　　② コンビナート　　石油コンビナート等災害防止法に規定する特定事業所における危険物施設

　　　③ 一　  　  般　　上記以外の危険物施設

免状交付日又は
前回受講日

従事することと
なった日



５　講習会場所在地

　　　ザ・ヒロサワ・シティ会館　　　水戸市千波町東久保697　　  　　

      日立市民会館　　　　　　　　　日立市若葉町1-5-8　　　　  

　　　クラフトシビックホール土浦　　土浦市東真鍋町2-6　　　　  

　　　つくば市民ホールくきざき　　　つくば市小茎318　　　　　  

　　　かすみがうら市千代田コミュニティーセンター　かすみがうら市中志筑2112 

　　　高正U&Iセンターホール　　　 　鹿嶋市宮中325-1　　　　　　 

　　　神栖市文化センター　　　　　　神栖市溝口4991-4　　　　　 　

　　　常総市地域交流センター　　　　常総市新石下2010　　　　　 

　　　筑西市コミュニティープラザ　　筑西市丙360　　　　　　　　

　　　茨城県鹿行生涯学習センター　　行方市宇崎1389　　　　　　 

　　　大昭ホール龍ケ崎　　　　　　　龍ケ崎市馴馬町2612　　　　 

　　　ひたちなか市文化会館　　　　　ひたちなか市青葉町1-1　　  

　　　

６　その他　

　(1)　受講申請書の受付は会場定員に達し次第、締め切ります。　

　(2)　受付期間を過ぎた場合でも会場に余裕がある場合は受け付けますので、当連合会へお問い合わせ下さい。

　(3)　受付後は受講申請書及び受講手数料はお返しできませんので、ご注意下さい。　

　(4)　欠席により受講日の振り替え（講習の種別変更は不可）を希望する方は、同一年度内に限り、希望する受

    講日の受付期間経過後会場に余裕がある場合は受け付けますので、受付期間最終日の翌日以降の平日（土曜日、

　　日曜日及び国民の祝日以外の日）９時から１７時までの間に当連合会へお問い合せ下さい。

  (5)　対面講習の場合、講習日には受講票及び危険物取扱者免状を持参して下さい。講習テキストは講習当日会

　　 場で配付いたします。遅刻及び無断離席は原則として受講修了と認められません。

　　　 駐車場の混雑を避けるため、公共交通機関の利用、相乗り、送迎等にご協力願います。自動車で来場され

　　 た場合の駐車違反等に関する責任は一切負いませんのでご了承下さい。

　(6） 感染症や自然災害等の状況により、講習会の中止、日程変更等があり得ますので、当連合会のホームページ

　　 等で最新の状況を確認して下さい。

  (7)　講習会が中止、日程変更等になった場合、講習会場までの交通費、宿泊料金及びそれらにかかったキャン

　　 セル料金等について当連合会では一切負担いたしませんのでご了承下さい。

問い合わせ先

　　公益社団法人茨城県危険物安全協会連合会

　　水戸市笠原町９７８－２６　茨城県市町村会館２階 〒310-0852 

　　電話029-301-7878（平日9時～17時まで）　FAX029-301-1060

　　https://www.ibakiren.or.jp　　E-mail：hoan@ibakiren.or.jp

　　

全危協チャンネルでは、危険物の正しい

取り扱い方などを発信しています。

全危協YouTubeチャンネル
　【全国危険物安全協会 公式】


